
第４編 人事 （東近江行政組合職員団体の登録に関する規則） 

東近江行政組合職員団体の登録に関する規則 

平 成 ５ 年 ４ 月 １ 日 
滋賀中部地域行政事務組合公平委員会規則第１号 

改正  平成10年３月31日 公平委規則第１号 

 

（目的） 

第１条 この規則は、東近江行政組合職員団体の登録に関する条例（平成３年滋賀中

部地域行政事務組合条例第18号。以下「条例」という。）第６条の規定に基づき、

職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。 

（登録の申請） 

第２条 条例第２条第１項に規定する申請書は、様式第１号によらなければならない。 

２ 条例第２条第２項第１号に規定する書類は様式第２号に、同項第２号に規定する

書類は様式第３号によらなければならない。 

（規約の変更又は解散の届出） 

第３条 条例第４条第１項に規定する届出書は、次表の左欄に掲げる場合に応じ、そ

れぞれ当該右欄に掲げる様式によらなければならない。 

規約に変更があったとき。 様 式 第 ４ 号 

条例第２条第１項第１号に規定する事項に変更があった

とき。 
様 式 第 ５ 号 

条例第２条第１項第２号に規定する事項に変更があった

とき。 
様 式 第 ６ 号 

条例第２条第１項第３号に規定する事項に変更があった

とき。 
様 式 第 ７ 号 

解散したとき。 様 式 第 ８ 号 

２ 条例第４条第３項に規定する書類は、次表の左欄に掲げる場合に応じ、それぞれ

当該右欄に掲げる様式によらなければならない。 

規約の変更に係るとき。 様 式 第 ９ 号 

役員の選挙に係るとき。 様 式 第 1 0 号 

解散に係るとき。 様 式 第 1 1 号 
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第４編 人事 （東近江行政組合職員団体の登録に関する規則） 

（雑則） 

第４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が別に定める。 

 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成10年３月31日公平委規則第１号） 

この規則は、平成10年４月１日から施行する。 
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第４編 人事 （東近江行政組合職員団体の登録に関する規則） 

様式第１号 

職 員 団 体 登 録 申 請 書 

    年  月  日 

東近江行政組合公平委員会 殿 

職員団体名 

代表者氏名         印 

 

地方公務員法第５３条第１項の規定に基づき、次のとおり登録を申請します。 

１ 理事その他の役員の氏名、住所及び職名（職員でない者にあってはその職業） 

役 名 
職 名 

（ 職 業 ） 
氏 名 住 所 備 考

     

     

     

     

     

     

     

 

 1825



第４編 人事 （東近江行政組合職員団体の登録に関する規則） 

２ すべての事務所の所在地 

事 務 所 名 事 務 所 の 所 在 地 

  

  

  

  

３ 連合体である職員団体にあっては、その構成団体の名称 

構 成 職 員 団 体 名 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ５とする。 
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第４編 人事 （東近江行政組合職員団体の登録に関する規則） 

様式第２号（その１） 

規 約 採 択 証 明 書 

１ 公 示 日     年  月  日 

２ 投 票 日     年  月  日 

３ 投 票 場 所  

４ 組 合 員 総 数 名 

５ 出 席 組 合 員 数 名 

６ 投 票 方 法 １人１票     直  接     無記名 

７ 投 票 結 果 

賛成                票 

反対                票 

棄権                票 

本組合の規約は、以上のとおりすべての構成員が平等に参加する機会を

有する直接かつ秘密の投票による全員の多数決により採択されたことを証

明する。 

    年  月  日 

証明者役氏名        印 

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ５とする。 

２ この様式は、規約の作成又は変更の場合に使用すること。 

３   部分は、規約にこれと異なる規定がある場合には、その定めを記載

すること。 
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第４編 人事 （東近江行政組合職員団体の登録に関する規則） 

様式第２号（その２） 

規 約 採 択 証 明 書 （ 連 合 体 ） 

１ 公 示 日     年  月  日 

２ 投 票 日     年  月  日 

３ 投 票 場 所  

４ 組 合 員 総 数 名 

５ 代 議 員 総 数 名 

６ 出 席 代 議 員 数 名 

７ 投 票 方 法 １人１票     直  接     無記名 

８ 投 票 結 果 

賛成                票 

反対                票 

棄権                票 

以上のとおり本組合の規約は、別紙のとおり選出されたすべての代議員

が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の多数決に

より採択されたことを証明する。 

    年  月  日 

証明者役氏名        印 

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ５とする。 

２ この様式は、規約の作成又は変更の場合に使用すること。 

３   部分は、規約にこれと異なる規定がある場合には、その定めを記載

すること。 
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第４編 人事 （東近江行政組合職員団体の登録に関する規則） 

様式第２号（その３） 

役 員 選 出 証 明 書 

１ 公 示 日     年  月  日 

２ 投 票 日     年  月  日 

３ 投 票 場 所  

４ 組 合 員 総 数 名 

５ 出 席 組 合 員 数 名 

６ 投 票 方 法 １人１票     直  接     無記名 

７ 立 候 補 者 数 名 

８ 投 票 結 果 

 

本組合の役員は、以上のとおりすべての構成員が平等に参加する機会を

有する直接かつ秘密の投票による投票者の過半数により選出されたことを

証明する。 

    年  月  日 

証明者役氏名        印 

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ５とする。 

２   部分は、規約にこれと異なる規定がある場合には、その定めを記載

すること。 
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第４編 人事 （東近江行政組合職員団体の登録に関する規則） 

様式第２号（その４） 

役 員 選 出 証 明 書 （ 連 合 体 ） 

１ 公 示 日     年  月  日 

２ 投 票 日     年  月  日 

３ 投 票 場 所  

４ 組 合 員 総 数 名 

５ 代 議 員 総 数 名 

６ 出 席 代 議 員 数 名 

７ 投 票 方 法 １人１票     直  接     無記名 

８ 投 票 結 果 

 

本組合の役員は、別紙のとおり選出されたすべての代議員が平等に参加

する機会を有する直接かつ秘密の投票による投票者の過半数により、以上

のとおり選出されたことを証明する。 

    年  月  日 

証明者役氏名        印 

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ５とする。 

２   部分は、規約にこれと異なる規定がある場合には、その定めを記載

すること。 
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第４編 人事 （東近江行政組合職員団体の登録に関する規則） 

様式第２号   別紙 その２ 
その４ 

代 議 員 選 出 証 明 書 

役員の選出 
規約の採択 

に参加した代議員は、すべての構成員が平等に参加する機 

会を有する構成団体ごとの直接かつ秘密の投票による投票者の過半数によ

って、次のとおり選出されたものであることを証明します。 

構 成 団 体 名  代 議 員 定 数  

投 票 日  投 票 場 所  

代議員氏名 

構 成 団 体 名  代 議 員 定 数  

投 票 日  投 票 場 所  

代議員氏名 

    年  月  日 

証明者役氏名        印 

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ５とする。 

２   部分は、規約にこれと異なる規定がある場合には、その定めを記載

すること。 
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第４編 人事 （東近江行政組合職員団体の登録に関する規則） 

様式第３号 

組 織 に 関 す る 証 明 書 

本組合は、地方公務員法第53条第４項の規定に従って組織されていること

を証明する。 

    年  月  日 

証明者役氏名          印 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ５とする。 
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第４編 人事 （東近江行政組合職員団体の登録に関する規則） 

様式第４号 

職 員 団 体 規 約 変 更 届 

    年  月  日 

東近江行政組合公平委員会 殿 

職員団体名 

代表者氏名        印 

本組合の規約を次のとおり変更しました。 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ５とする。 
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第４編 人事 （東近江行政組合職員団体の登録に関する規則） 

様式第５号 

職 員 団 体 役 員 改 任 届 

    年  月  日 

東近江行政組合公平委員会 殿 

職員団体名 

代表者氏名        印 

本組合の役員を次のとおり改任しました。 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ５とする。 
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第４編 人事 （東近江行政組合職員団体の登録に関する規則） 

様式第６号 

事 務 所 変 更 届 

    年  月  日 

東近江行政組合公平委員会 殿 

職員団体名 

代表者氏名        印 

本組合の事務所を次のとおり変更しました。 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ５とする。 

 

 1835



第４編 人事 （東近江行政組合職員団体の登録に関する規則） 

様式第７号 

構 成 団 体 変 更 届 

    年  月  日 

東近江行政組合公平委員会 殿 

職員団体名 

代表者氏名        印 

本組合の構成団体を次のとおり変更しました。 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ５とする。 
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第４編 人事 （東近江行政組合職員団体の登録に関する規則） 

様式第８号 

職 員 団 体 解 散 届 

    年  月  日 

東近江行政組合公平委員会 殿 

職員団体名 

代表者氏名        印 

本組合は、次の理由により解散しました。 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ５とする。 
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第４編 人事 （東近江行政組合職員団体の登録に関する規則） 

様式第９号（その１） 

規 約 変 更 証 明 書 

１ 公 示 日     年  月  日 

２ 投 票 日     年  月  日 

３ 投 票 場 所  

４ 組 合 員 総 数 名 

５ 出 席 組 合 員 数 名 

６ 投 票 方 法 １人１票     直  接     無記名 

７ 投 票 結 果 賛成                票 

反対                票 

棄権                票 

本組合の規約は、以上のとおりすべての構成員が平等に参加する機会を

有する直接かつ秘密の投票による全員の多数決により変更されたことを証

明する。 

    年  月  日 

証明者役氏名        印 

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ５とする。 

２   部分は、規約にこれと異なる規定がある場合には、その定めを記載

すること。 
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第４編 人事 （東近江行政組合職員団体の登録に関する規則） 

様式第９号（その２） 

規 約 変 更 証 明 書 （ 連 合 体 ） 

１ 公 示 日     年  月  日 

２ 投 票 日     年  月  日 

３ 投 票 場 所  

４ 組 合 員 総 数 名 

５ 代 議 員 総 数 名 

６ 出 席 代 議 員 数 名 

７ 投 票 方 法 １人１票     直  接     無記名 

８ 投 票 結 果 賛成                票 

反対                票 

棄権                票 

以上のとおり本組合の規約は、別紙のとおり選出されたすべての代議員

が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の多数決に

より変更されたことを証明する。 

    年  月  日 

証明者役氏名        印 

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ５とする。 

２   部分は、規約にこれと異なる規定がある場合には、その定めを記載

すること。 

 1839



第４編 人事 （東近江行政組合職員団体の登録に関する規則） 

様式第10号（その１） 

役 員 改 任 証 明 書 

１ 公 示 日     年  月  日 

２ 投 票 日     年  月  日 

３ 投 票 場 所  

４ 組 合 員 総 数 名 

５ 出 席 組 合 員 数 名 

６ 投 票 方 法 １人１票     直  接     無記名 

７ 立 候 補 者 数 名 

８ 投 票 結 果 
 

本組合の役員は、以上のとおりすべての構成員が平等に参加する機会を

有する直接かつ秘密の投票による投票者の過半数により改任されたことを

証明する。 

    年  月  日 

証明者役氏名        印 

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ５とする。 

２   部分は、規約にこれと異なる規定がある場合には、その定めを記載

すること。 
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第４編 人事 （東近江行政組合職員団体の登録に関する規則） 

様式第10号（その２） 

役 員 改 任 証 明 書 （ 連 合 体 ） 

１ 公 示 日     年  月  日 

２ 投 票 日     年  月  日 

３ 投 票 場 所  

４ 組 合 員 総 数 名 

５ 代 議 員 総 数 名 

６ 出 席 代 議 員 数 名 

７ 投 票 方 法 １人１票     直  接     無記名 

８ 投 票 結 果 

 

本組合の役員は、別紙のとおり選出されたすべての代議員が平等に参加

する機会を有する直接かつ秘密の投票による投票者の過半数により、以上

のとおり改任されたことを証明する。 

    年  月  日 

証明者役氏名        印 

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ５とする。 

２   部分は、規約にこれと異なる規定がある場合には、その定めを記載

すること。 
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第４編 人事 （東近江行政組合職員団体の登録に関する規則） 

様式第11号（その１） 

解 散 議 決 証 明 書 

１ 公 示 日     年  月  日 

２ 投 票 日     年  月  日 

３ 投 票 場 所  

４ 組 合 員 総 数 名 

５ 出 席 組 合 員 数 名 

６ 投 票 方 法 １人１票     直  接     無記名 

７ 投 票 結 果 賛成                票 

反対                票 

棄権                票 

本組合の解散は、以上のとおりすべての構成員が平等に参加する機会を

有する直接かつ秘密の投票による全員の多数決により議決されたことを証

明する。 

    年  月  日 

証明者役氏名        印 

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ５とする。 

２   部分は、規約にこれと異なる規定がある場合には、その定めを記載

すること。 

 1842



第４編 人事 （東近江行政組合職員団体の登録に関する規則） 

様式第11号（その２） 

解 散 議 決 証 明 書 （ 連 合 体 ） 

１ 公 示 日     年  月  日 

２ 投 票 日     年  月  日 

３ 投 票 場 所  

４ 組 合 員 総 数 名 

５ 代 議 員 総 数 名 

６ 出 席 代 議 員 数 名 

７ 投 票 方 法 １人１票     直  接     無記名 

８ 投 票 結 果 賛成                票 

反対                票 

棄権                票 

以上のとおり本組合の解散は、別紙のとおり選出されたすべての代議員

が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の多数決に

より議決されたことを証明する。 

    年  月  日 

証明者役氏名        印 

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ５とする。 

２   部分は、規約にこれと異なる規定がある場合には、その定めを記載

すること。 
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第４編 人事 （東近江行政組合職員団体の登録に関する規則） 

様式第９号（その２） 
様式第10号（その２）  別紙 
様式第11号（その２） 

代 議 員 選 出 証 明 書 

規約の変更 
役員の改任 
解散の議決 

に参加した代議員は、すべての構成員が平等に参加する機 

会を有する構成団体ごとの直接かつ秘密の投票による投票者の過半数によ

って、次のとおり選出されたものであることを証明します。 

構 成 団 体 名  代 議 員 定 数  

投 票 日  投 票 場 所  

代議員氏名 

構 成 団 体 名  代 議 員 定 数  

投 票 日  投 票 場 所  

代議員氏名 

    年  月  日 

証明者役氏名        印 

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ５とする。 

２   部分は、規約にこれと異なる規定がある場合には、その定めを記載

すること。 
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